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令和元年６月小矢部市教育委員会定例会会議録 

 

 １ 開催日時及び時間   令和元年６月28日（金） 

開会 午前10時08分 

閉会 午前11時58分 

 

 ２ 出席委員 １番 野澤 敏夫（教育長）  ２番 佐々木 稲男   ３番 石野 昌一 

        ５番 古村 正明 

 

 ３ 説明員  教育委員会事務局長   砂田 克宏 

    教育委員会事務局次長（教育総務課長）   中村 英雄 

     生涯学習文化課長    森 通 

   スポーツ課長      谷敷 政江  教育センター所長     渡辺 寿美 

   こども課長       今井 保晴  給食センター所長     高山 啓一 

生涯学習文化課課長補佐 大野 淳也  スポーツ課課長補佐    上田 政勝 

        職務のため会議に出席した職員   教育総務課 課長補佐 瀧田 将一郎 

教育総務課 指導主事 吉倉 哲夫 

主任   沼田 幸子 

 

 ４ 議事日程 

    日程第１ 会議録署名委員の指名について 

日程第２ 会議録の承認について 

日程第３  教育長の業務について 

日程第４  議案第23号   公営施設使用の個人演説会等開催のために必要な設備の程度及び 

公職の候補者等が納付すべき費用の額の一部改正について 

議案第24号  小矢部市子ども読書活動推進計画策定委員会設置要綱の一部改正に 

ついて 

  報告事項 

      １ 令和元年６月市議会定例会の代表及び一般質問について 

２ 令和２年度市重点事業の要望について  

３ 小矢部市のこれからの学校教育のあり方及び小中学校の適正規模・適正配置等に関す 

る市民アンケート調査結果の概要について 

４ 平成30年度学校図書館における貸出冊数について 

５  市立図書館の臨時休館等について  

６ 公益財団法人クロスランドおやべの経営状況報告の追加資料について  

７ 公益財団法人小矢部市体育協会の経営状況報告の追加資料について  

８ 令和元年度少年スポーツ教室について  

９ 平成30年度小中学校におけるいじめの現状と推移について
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５ 議事の内容 

教育長 

 

教育長 

 

 

 

教育総務課 

課長補佐 

 

教育長 

 

 

 

 

事務局次長、 

担当課長、 

所長 

 

教育長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

生涯学習文化

課長 

 

教育長 

 

 

 （開会宣言及び定足数を満たしていることにより会議の成立を宣言） 

  

日程第１ 会議録署名委員に ２番佐々木委員を指名。 

 

 日程第２  前回の会議録の承認について説明をお願いします。 

 

（会議録の承認について説明） 

 

 

 前回会議録については、今日まで修正意見が無かったとのことですので、承認い

ただいたものとして処理させていただいてよろしいでしょうか。 

 では、承認いただいたものと処理させていただきます。 

 日程第３ 教育長の業務について説明をお願いします。 

 

  （教育長の業務報告及び予定について説明） 

 

 

 

私から補足させていただきます。 

５月31日、寿大学開講式に出席して来ましたが、石田伸也さんから高橋久雄さん

に会長が代わりました。中会議室はほぼ満席でした。生涯にわたって学び続けよう

という意欲を感じ、このような活動も非常に大切だと感じました。 

６月１日、毎年実施されていますおやべウォーキングに出席しましたが、山崎さ

んから吉田外茂治さんに会長が代わりました。会場はスタートとゴールが共に三井

アウトレットパークでした。三井アウトレットパークは、今年３月にホッケー大会

を開催されています。このように、市のいろいろな生涯学習あるいはスポーツの事

業に、地元の企業が一緒に力を合わせていただける環境はとても意義のあることだ

と感じました。 

６月21日、ＲＴＮおやべ開講式に出席しましたが、今年は30人の参加者がありま

した。うち新規採用が12人で非常に若々しく、また昨年度より多くの参加をいただ

きました。今後の活動に期待したいと思います。 

補足は以上ですが、日程第３について何かご意見、ご質問等はありますか。 

無いようですので、日程第３については承認いただいたものとして処理させてい

ただきます。 

次に、日程第４の議案事項に移ります。「議案第23号 公営施設使用の個人演説会

等開催のために必要な設備の程度及び公職の候補者等が納付すべき費用の額の一部

改正について」説明願います。 

 

（議案第23号「公営施設使用の個人演説会等開催のために必要な設備の程度及び

公職の候補者等が納付すべき費用の額の一部改正について」を説明）  

 

ただいまの説明について、ご意見ご質問等ありませんか。無いようですので、議

案第23号については承認いただいたものとして処理させていただいてよろしいでし

ょうか。では、そのようにさせていただきます。 
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生涯学習文化

課長 

 

教育長 

 

 

 

 

 

事務局長 

 

 

教育長 

 

石野委員 

 

 

生涯学習文化

課長 

 

 

 

古村委員 

 

 

 

教育長 

 

 

 

 

 

古村委員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

続きまして、「議案第24号 小矢部市子ども読書活動推進計画策定委員会設置要綱

の一部改正について」説明願います。 

 

（議案第24号「小矢部市子ども読書活動推進計画策定委員会設置要綱の一部改正

について」を説明） 

 

ただいまの説明について、ご意見ご質問等ありませんか。無いようですので、議

案第24号については承認いただいたものとして処理させていただいてよろしいでし

ょうか。では、そのようにさせていただきます。 

続きまして、報告事項に移ります。「報告事項１ 令和元年６月市議会定例会の代

表及び一般質問について」説明願います。 

 

（報告事項１「令和元年６月市議会定例会の代表及び一般質問について」を説

明 ） 

 

ただいまの説明について、何かご意見ご質問はありませんか。 

 

山室議員が質問された「③新図書館年間利用者７万人達成への対策について」で

すが、これは市で７万人という目標を設定したのですか。 

 

今回の新図書館の整備については国の社会資本整備総合交付金という交付金を活

用して整備を進めています。その交付金を受けるに当たり、平成27年度に計画を策

定しました。その中で「平成25年度市民図書館利用者、約５万８千人の２割増を目

標にする」と示しており、その目標を現在も引き続き使用しています。 

 

竹松議員が質問された「④小中学校統廃合審議会での議論について」において、

教育長が小中一貫校について回答されています。小中一貫校は、現在の校舎を利用

することを想定していると解釈してよろしいでしょうか。 

 

今現在、校舎の形態について想定しているものはありません。選択肢としては、

必ずしも既存の校舎を利用するとは限らず、別の形態もあり得ると考えています。

例えば義務教育学校の場合は、小さな小学校と小さな中学校を一つにして、既存の

学校を利用する例が多いようですが、小中併設型小中学校の場合はいろいろな校舎

のあり方があり得ると考えています。 

 

今までいろんな学校を視察してきました。氷見市の統合した学校、南砺市の既存

校舎を利用した一貫校、そして高岡市の高岡西高等学校がなくなるので隣接してい

る西条小学校を利用する学校等、校舎を新設、あるいは既存の校舎を利用する形態

の情報はよく入ってくるのですが、分離型の小中一貫校のイメージが湧きません。 

小学校と中学校の授業時間の差や、校舎を移動する時間の問題は非常に大きな問

題だと思います。分離している場合は特に、前の授業の片付けの時間や次の授業の

準備などの時間を加味すると、移動時間について多くの問題を抱えていると思いま

す。 

また、その中での時間割編制は大変困難な作業になり、先生方への負担や時間ロ

スが増えるのではないかと危惧しています。実施後予想される状況や課題について
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教育長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

事務局長 

 

教育長 

 

 

 

教育総務課長 

 

 

教育長 

 

 

古村委員 

 

教育総務課長 

 

 

 

 

 

 

教育長 

 

教育総務課長 

見えてきていない部分がまだまだ多いと思われるので、これから多くの時間を費や

していろんな事例を十分に検討し、課題をクリアする必要があると思います。 

現場の先生方が一生懸命やれる環境であることが、子どもたちの伸びにつながっ

ていくと思います。子どもを預かる現場の先生がどのように受け止めているのかも

検討が必要だと思います。 

 

県内の教育長会議でもいろいろな意見が交わされました。授業時間については、

小学校は45分、中学校は50分です。このような違いの中でうまく乗り入れ授業がで

きるのか、また、分離型の場合は校舎間の距離も関係してきます。数100ｍほどの距

離と何ｋｍも離れている距離を移動するのでは全く状況が違ってきます。教育長会

議では「地域の状況に合わせて解決策を考えなければならない」と話がでました。

小中一貫教育については、現在多くの方法が示されていますが、「一度にその全ての

方法に取り組むのではなく、やれることから取り組み、段階的に実施することでい

い」という考えも話されています。あくまでも地域の実情に応じた判断をすること

が重要であるという点で一致しました。また、９年間を通じた教育課程を編制する

ことは、大事な要になるだろうということで一致しました。仮に小矢部市で推進す

ることになった場合も、地域の実情に応じたものを検討し改良しながら積み上げて

いかなければならないと思われます。 

他にご意見ご質問等ありませんか。無いようですので、次に「報告事項２ 令和

２年度市重点事業の要望について」説明願います。 

 

（報告事項２「令和２年度市重点事業の要望について」を説明） 

 

ただ今の説明について、ご意見ご質問はありませんか。無いようですので、次に

「報告事項３ 小矢部市のこれからの学校教育のあり方及び小中学校の適正規模・

適正配置等に関する市民アンケート調査結果の概要について」説明願います。 

 

（報告事項３「小矢部市のこれからの学校教育のあり方及び小中学校の適正規

模・適正配置等に関する市民アンケート調査結果の概要について」を説明） 

 

アンケート集計というよりは回答者の構成等の速報でありました。ただ今の説明

について、ご意見ご質問はありませんか。 

 

それぞれの校区ごとに何人に発送したのかはわかりますか。 

 

校区ごとに何人に送付したか把握しておりますが、現在その資料を持ち合わせて

おりませんが、パーセンテージでしたらお伝えできますのでお伝えします。石動小

学校区33％、東部小学校区10％、大谷小学校区26％、蟹谷小学校区15％、津沢小学

校区16％で、人口比率に合わせた発送になっております。発送数については、例え

ば石動小学校区では3,000人に33％をかけた990人にお送りしたと思って頂ければと

思います。 

 

ということは、どの地区も回答率が３割程度だったということですか。 

 

おおよそどの地区も３割程度の回答率です。大谷小学校区については、発送が26％
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教育長 

 

 

石野委員 

 

教育総務課長 

 

教育長 

 

 

教育総務課長 

 

教育長 

 

 

生涯学習文化

課長 

 

教育長 

 

石野委員 

 

生涯学習文化

課長 

 

教育長 

 

 

 

生涯学習文化

課長 

 

教育長 

 

 

 

スポーツ課長 

 

 

教育長 

 

 

だったのに対し、回収率が23.2％ですので少し回収率は低いのではないかと思いま

すが、平均的には３割程度ということができると思います。 

 

報告書に載せるかどうかは別にして、地区ごとの回収率を出しておいてください。

他にいかがでしょうか。 

 

年齢構成別の回収率はどうですか。 

 

年齢別の回収率も併せて、次回の定例会で報告させていただきたいと思います。 

 

報告事項３については以上でよろしいでしょうか。次に「報告事項４ 平成30年

度学校図書館における貸出冊数について」説明願います。 

 

（報告事項４「平成30年度学校図書館における貸出冊数について」を説明） 

 

ただ今の説明について、ご意見ご質問はありませんか。無いようですので、次に

「報告事項５ 市立図書館の臨時休館等について」説明願います。 

 

（報告事項５「市立図書館の臨時休館等について」を説明） 

 

 

ただ今の説明について、ご意見ご質問はありませんか。 

 

新システムへの移行後、現在のカードは継続して使えるのでしょうか。 

 

現在の番号はそのまま移行する予定ですが、カードがそのまま利用可能かどうか

は、確認させてください。 

 

その他にご意見、ご質問等はありませんか。無いようですので、次に「報告事項

６ 公益財団法人クロスランドおやべの経営状況報告の追加資料について」説明願

います。 

 

（報告事項６「公益財団法人クロスランドおやべの経営状況報告の追加資料につ

いて」を説明） 

 

先月の資料の補足資料ということで報告でしたが、ただ今の説明について、ご意

見ご質問はありませんか。無いようですので、次に「報告事項７ 公益財団法人小

矢部市体育協会の経営状況報告の追加資料について」説明願います。 

 

（報告事項７「公益財団法人小矢部市体育協会の経営状況報告の追加資料につい

て」を説明） 

 

引き続き先月の資料の補足資料ということで報告でしたが、ただ今の説明につい

て、ご意見ご質問はありませんか。無いようですので、次に「報告事項８ 令和元

年度少年スポーツ教室について」説明願います。 
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スポーツ課長 

 

教育長 

 

 

 

教育センター

所長 

 

教育長 

 

石野委員 

 

教育センター

所長 

 

古村委員 

 

 

教育センター

所長 

 

石野委員 

 

 

教育センター

所長 

 

吉倉指導主事 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

古村委員 

 

 

吉倉指導主事 

 

 

 

（報告事項８「令和元年度少年スポーツ教室について」を説明） 

 

ただ今の説明について、ご意見ご質問はありませんか。無いようですので、次に

「報告事項９ 平成30年度小中学校におけるいじめの現状と推移について」説明願

います。 

 

（報告事項９「平成30年度小中学校におけるいじめの現状と推移について」を説

明） 

 

ただ今の説明について、ご意見ご質問はありませんか。 

 

中学校１年生が多いという報告でしたが、実際は何件ですか。 

 

中学校のいじめの件数14件中、10件が中学校１年生です。 

 

 

前年度は小学校も21件と多いですが、このうちの何件かが中学校へ引きずった可

能性は考えられませんか。 

 

平成29年度の６年生は４件でしたが、それが引きずったかどうかは不明です。 

 

 

個人によるいじめなのか、または複数によるいじめなのか、加害者側の人数はわ

かりますか。 

 

集団によるものか、個人によるものかは分かりません。また、調査しておりませ

ん。 

 

加害者生徒の人数は全部で何人かは分かり、それらに対し、どんな指導をしたの

かということは報告されていますが、それが集団によるものか個人によるものかは

分かりません。数で言えば、加害生徒の数と被害生徒の数はほぼ同じか、または少

ないです。いじめの多くは、１人の生徒が多くの子に手を出していることの方が多

いです。 

また、いじめは本人が傷ついたらいじめとなります。例えば、簡単にでもからか

われたことで本人が傷ついたと感じたらいじめとなり、学校はそのような生徒たち

にも対応しています。また、言いやすい子１人が何人にも言っている場合がありま

す。これは昨年度学校からの相談を受けて感じたことです。 

 

金品に関するいじめが２件ありますが、これについて、金額的なことや解消され

ているかどうか。されているとすれば、どのように解消されたのでしょうか。 

 

金品というよりはズックなど、物を隠されたというものだったと思います。中学

校でお金を要求したものは２件ほど記憶にはありますが、これは現在解消されてい

ます。 
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教育センター

所長 

 

佐々木委員 

 

教育センター

所長 

 

教育長 

 

 

 

佐々木委員 

 

教育総務課長 

 

教育長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

事務局長 

 

教育長 

 

平成30年度、中学校で２件のお金を要求するいじめについては、また確認をお願

いします。 

 

わかりました。 

 

 

小学校でいじめ認知件数が年々増加傾向にある原因は何でしょうか。 

 

調査において、「受け取り手が苦痛だ、いじめだと感じたら書いてほしい」と案内

していることが影響しているかと思っています。 

 

他にいかがでしょうか。無いようですので報告事項９については以上とします。

これで本日の報告事項全てが終了しましたが、その他、総じてご意見、ご質問等あ

りませんか 

 

児童生徒の登下校時の防犯について問題が発生した、という報告はありますか。 

 

現時点では把握しておりません。調査し、次回定例会で報告します。 

 

本日も長時間にわたりありがとうございました。議会でもたくさん質問をいただ

き、市民の皆さんの関心が深まってきているところだと思いますが、小中学校の統

廃合については、今後、保護者・地区のみなさんとの意見交換会が予定されていま

す。いよいよ学校の適正規模・適正配置等について、その姿・形に対する具体的な

議論へと進んでいきます。多くの意見にしっかりと耳を傾けていただき、審議会で

十分に議論していただきたいと思っています。 

また、（仮称）石動コミュニティプラザの工事も契約の議決を得ました。来年８月

の完成を目標に建設の槌音が響いてきます。新図書館は、来年の３月に供用開始の

状況です。このようなハード面の整備が進む中、一方では運営のためのソフト面の

整備をしっかりと行っていかなければならないと思っています。 

富山県では、相撲の朝乃山やバスケットの八村さんなど世界レベルのホットな話

題が私達に元気をくれていますが、小矢部市でもホッケー日本代表に小矢部市民が

更に追加で選ばれました。その活躍に期待したいと思います。ＲＴＮでも話題にし

ましたが、若い人が意欲をもち、楽しそうに取り組む姿を見て、私たちも同様に意

欲をもって取り組んでいきたいと思っています。今後とも皆様からご指導をいただ

きたいと思いますので、よろしくお願いいたします。 

最後に、次回定例会について事務局より説明をお願いします。 

 

 （説明 次回定例会  令和元年７月31日（水）午前９時） 

 

以上をもって閉会します。 

 

 

 以上、小矢部市教育委員会会議規則第18条第2項の規定により署名する。 
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   令和  年  月  日     

 

          小矢部市教育委員会 

                      教 育 長 

 

 

                      署名委員 

 

 

                                            作 成 者 


